
一般廃棄物処理の基本事項

１ ． 処理区域　 　 七飯町全域

２ ． 計画期間　 　 平成３ １ 年４ 月１ 日～平成３ ２ 年３ 月３ １ 日

３ ． 処理対象　 　 一般廃棄物、 し 尿、 浄化槽汚泥

４ ． 一般廃棄物処理計画量

表１

（ 資源ごみ集団回収除く ）

５ ． 一般廃棄物の処理主体

表２

燃やせる ごみ
粗大系燃やせる ごみ
燃やせないごみ
資源ごみ
燃やせる ごみ
粗大系燃やせる ごみ
燃やせないごみ
資源ごみ

６ ． ごみ処理実施計画

減量化・ 排出抑制施策

・ 衣類の回収、 リ サイ ク ル

・ 使用済小型家電の回収、 リ サイ ク ル

・ エコ リ サイ ク ル製品の利用推進

・ 買い物袋（ マイ バッ ク ） の持参推進

・ 生ごみ堆肥化容器の購入助成

・ 生ごみの水切り の推進

・ エコ ク ッ キング等の推進

表３

燃やせる ごみ
粗大系燃やせる ごみ
燃やせないごみ
資源ごみ プラ ス チッ ク 容器包装

空き 缶
空き 瓶
ペッ ト ボト ル
紙類

粗大ごみ

渡島廃棄物処理広域連合 渡島廃棄物処理広域連合

町〔 委託〕 町〔 委託〕

区　 　 　 分 収集運搬 中間処理 最終処分

家
庭
系

町〔 委託〕
　 ・

排出者

渡島廃棄物処理広域連合 渡島廃棄物処理広域連合

渡島廃棄物処理広域連合 渡島廃棄物処理広域連合

町〔 委託〕 町〔 委託〕
町〔 委託〕

平成３ １ 年度　 七飯町一般廃棄物処理実施計画

収集対象人口 燃やせる ごみ 燃やせないごみ 資源ごみ 合計
２ ８ ， １ ２ ８ 人 ６ ， ９ ０ ５ 　 ｔ ９ ８ ５ 　 ｔ ８ ９ ３ 　 ｔ ８ ， ７ ８ ３ t

町〔 委託〕

月　 ２ 回

毎月20日～月末ま でに町
へ収集予約後、 指定日に
排出する こ と

月　 １ 回
( 予約制・ 有料）

事
業
系

事業系一般廃棄物 町内全域

事業活動に伴い発生し た
廃棄物は、 事業者自ら の
責任において適正処理す
る 事が義務付けら れてい
る ため、 自ら 搬入する
か、 許可業者へ収集運搬
を委託し 排出する こ と

各社
（ 各排出者）

ごと

区　 　 　 　 　 　 分 対象地域 内　 　 　 　 　 容 収集回数

家
庭
系

町内全域

町が指定する 収集日の朝
８ 時ま でに排出する こ と

週　 ２ 回
月　 ２ 回
月　 ２ 回

事
業
系

許可業者
　 ・

排出者

渡島廃棄物処理広域連合 渡島廃棄物処理広域連合



表４ （ 表２ 中の町〔 委託〕 の委託先と は、 次に掲げる 者をいう ）

渡島環境管理協業組合 七飯町字桜町５ １ 番地７

表５ （ 表２ 中の許可業者と は、 次に掲げる 者をいう ）

有限会社日晃清掃 七飯町大川９ 丁目８ 番７ 号
有限会社渡島環境衛生 北斗市東浜２ 丁目２ ２ 番１ １ 号
株式会社馬場本商店 函館市西桔梗１ １ ２ 番地の２
有限会社伏見清掃 七飯町本町４ 丁目２ ３ 番３ ４ 号
有限会社第一清掃 函館市桔梗５ 丁目４ １ 番１ 号
有限会社田中清掃 七飯町字上藤城１ ６ １ 番地４
日本公防株式会社 北斗市七重浜１ 丁目８ 番１ 号
函館環境衛生株式会社 函館市金堀町５ 番２ ３ 号
はこ だて清掃株式会社 函館市上湯川町３ １ ４ 番地
函館産業機械有限会社 七飯町字上藤城５ ９ 番地
株式会社南北海道清掃公社 函館市戸倉町８ 番６ 号
カネシン江口商事 七飯町大川２ 丁目１ ２ 番２ 号
有限会社井上ク リ エイ ト 七飯町字大沼町８ １ ５ 番地２
株式会社亀田清掃 函館市赤川町９ ０ 番地４
株式会社佐々木事業所 函館市鍛治２ 丁目１ ６ 番７ 号
協栄廃棄物処理有限会社 函館市海岸町２ １ 番１ ４ 号
株式会社グリ ーン清掃 函館市東山町１ ４ ４ 番地２ ０ １
有限会社七飯清掃 七飯町大中山６ 丁目４ ９ ４ 番地
有限会社亀谷産業 函館市神山３ 丁目５ 番３ ０ 号
有限会社杉本衛生設備 函館市西桔梗町５ ８ ９ 番地６
北海道ク リ ーン・ シス テム株式会社（ 地域限定あり ） 札幌市中央区北２ 条西２ 丁目１ ５ 番地
公益社団法人七飯町シルバー人材センタ ー 七飯町本町４ 丁目８ 番１ 号
有限会社ほく ねん商事（ タ イ ヤのみ） 函館市宝来町３ ３ 番６ 号
株式会社須藤清掃 北斗市本町６ 丁目３ ４ ３ 番地の６

・ 町が受け入れないごみ

表６

７ ． ごみ処理施設の概要

（ １ ） 町の処理施設の概要

・ 焼却施設

表７

受け入れないごみ

家電リ サイ ク ルと なる 物、 パソ コ ン機器、 ホームタ ンク 、 ガス ボンベ、 塗
料、 農薬、 廃油缶、 消火器、 バイ ク 、 タ イ ヤ、 バッ テリ ー、 ピ アノ 、 オルガ
ン、 在宅医療用の注射針や点滴針等の鋭利な物及び特に感染性が高いと 判断
さ れる 物、 産業廃棄物等

項　 　 目 施　 設　 概　 要
施 設 名 称 ク リ ーンおし ま

名　 　 　 　 称 所　 在　 地

名　 　 　 　 称 所　 在　 地

区　 　 分 内　 　 　 　 容　 （ 有害物、 危険物、 処理困難物、 産業廃棄物等）

処 理 能 力 １ ２ ６ ｔ /日　 （ ６ ３  ｔ /２ ４ ｈ ×２ 炉）
処 理 方 式 全連続燃焼式　 （ ごみ熱分解ガス 化溶融炉　 キルン式）

事 業 主 体
渡島廃棄物処理広域連合
　 構成市町： 北斗市、 松前町、 福島町、 知内町、 木古内町、 七飯町、
　 　 　 　 　 　 鹿部町、 森町、 八雲町、 長万部町

所 在 地 北海道北斗市館野１ ０ ５ 番地
稼 働 年 月 平成１ ５ 年４ 月



・ 資源化物選別保管施設

表８

・ 不燃物処理施設

表９

（ ２ ） 町の処理施設以外の中間処理施設の概要

表１ ０

項　 　 目 施　 設　 概　 要

稼 働 年 月
缶・ びん： 平成８ 年９ 月、 ペッ ト ボト ル： 平成９ 年１ １ 月、
その他プラ ス チッ ク ： 平成１ ２ 年６ 月

処 理 能 力
缶： プレ ス 設備 ４ ０ ０ kg/h、 ペッ ト ボト ル： 減容機 １ ０ ０ kg/h、
その他プラ ス チッ ク ： 減容機 ２ ０ ０ kg/h

処 理 対 象 物 缶、 びん、 ペッ ト ボト ル、 プラ ス チッ ク 類、 紙類

施 設 名 称 七飯町リ サイ ク ルセンタ ー
事 業 主 体 七飯町
所 在 地 北海道亀田郡七飯町字峠下５ ２ ３ 番地

浸 出 水 処 理 施 設 処 理 能 力 ： ５ ５  m3/日

項　 　 目 施　 設　 概　 要
施 設 名 称 七飯町一般廃棄物最終処分場

所 在 地 北海道亀田郡七飯町字仁山６ ２ ４ 番地２
事 業 主 体 七飯町

施　 設　 概　 要
株式会社ド ウ ナンECO

所 在 地 北海道亀田郡七飯町字鳴川町５ ０ ３ 番地１
事 業 者 名

埋 立 対 象 廃 棄 物 不燃物

稼 働 年 月 平成１ ６ 年４ 月
埋 立 面 積 ７ ， ４ ０ ０ m2

埋 立 容 量 ３ ５ ， ０ ０ ０ m3

処 理 方 式 ： 流入調整＋生物脱窒処理
調 整 池 容 量 １ ， ７ ０ ０ m3（ 新設浸出水： １ ， ０ ０ ０ m3、 既設浸出水： ７ ０ ０ m3）

埋 立 地 の 種 類 準好気性埋立

北海道亀田郡七飯町字上藤城５ ９ 番地
対 象 品 目 家具、 建具、 廃家電品

対 象 品 目 木く ず、 伐開物

項　 　 目 施　 設　 概　 要

項　 　 目

所 在 地 北海道北見市留辺蘂町富士見２ １ ７ 番地１
対 象 品 目 乾電池

動植物性残さ （ 事業系食品残渣）

項　 　 目 施　 設　 概　 要
事 業 者 名 株式会社エネコ ープ

項　 　 目 施　 設　 概　 要
事 業 者 名 野村興産株式会社　 イ ト ムカ鉱業所

事 業 者 名 有限会社ほく ねん商事
所 在 地 北海道亀田郡七飯町字中島９ 番地７
対 象 品 目 タ イ ヤ

所 在 地 北海道亀田郡七飯町字西大沼４ ３ ５ 番地２
対 象 品 目

項　 　 目 施　 設　 概　 要
事 業 者 名 函館産業機械有限会社
所 在 地



８ ． 生活排水処理実施計画

公共下水道への早期接続

合併処理浄化槽の設置推進

生活雑排水の負荷低減対策

浄化槽の適正な維持管理

・ 生活排水処理形態別人口

表１ １

１ 　 計画処理区域内人口

２ 　 水洗化・ 生活雑排水処理人口

（ １ ） コ ミ ュ ニティ ・ プラ ント 人口

（ ２ ） 合併処理浄化槽人口

（ ３ ） 下水道人口

（ ４ ） 農業集落排水施設人口

３ 　 水洗化・ 生活雑排水未処理人口

（ 単独処理浄化槽人口）

４ 　 非水洗化人口

（ １ ） 汲み取り し 尿人口

（ ２ ） 自家処理人口

・ 収集運搬計画

表１ ２

※収集（ 処理） 計画量は、 「 南渡島衛生施設組合」 にて別途記載

表１ ３ （ 表１ ２ 中の許可業者と は、 次に掲げる 者をいう 。 ※浄化槽清掃業のみの者を除く ）

七飯町大中山６ 丁目４ ９ ４ 番地

北斗市東浜２ 丁目２ ２ 番１ １ 号

函館市金堀町５ 番２ ３ 号

函館市上湯川町３ １ ４ 番地

函館市赤川町９ ０ 番地４

函館市神山３ 丁目５ 番３ ０ 号

９ ． し 尿・ 浄化槽汚泥処理施設概要

表１ ４

事 業 主 体
南渡島衛生施設組合
　 構成市町： 北斗市、 七飯町

所 在 地 北海道亀田郡七飯町字中島３ ８ ８ 番地１

項　 　 目 施　 設　 概　 要

浄化槽汚泥 はこ だて清掃株式会社

区　 　 分 名　 　 称 所　 在　 地

区　 　 　 　 分

8, 175

0

区　 　 分 収集運搬主体

施 設 名 称 南渡島衛生センタ ー

浄化槽汚泥 有限会社亀谷産業

浄化槽汚泥 函館環境衛生株式会社

浄化槽汚泥 株式会社亀田清掃

処 理 方 式 下水道投入処理方式（ 平成１ ４ 年４ 月～）

稼 働 年 月 昭和４ ５ 年１ ２ 月

処 理 能 力 １ ０ ５ ｋ ℓ／日

し 尿、 浄化槽汚泥 有限会社七飯清掃

浄化槽汚泥 有限会社渡島環境衛生

0

500

19, 453

0

0

8, 175

搬入先

南渡島衛生施設組合許可業者

収集頻度

随時
浄化槽汚泥

形 態 別 人 口　 ( 単位： 　 人)

28, 128

19, 953

し 尿


